
（R06　冬　府高教　専門部【養護教員部】）
項目Ⅰ―１
○「令和７年度　国の施策並びに予算に関する提案・要望」の中で、養護教諭の複数配置等の体制の充実が必要不可欠であることから、加配定数の拡充に加え、基礎定数の算定基準の見直し・改善を行うことを要望したところ。

○　府立高校の養護教諭については、生徒数だけを基準として配置するのではなく、各学校の実状に応じて、心身の健康課題を抱える生徒数や、医師や地域の関係機関と連携した継続的な支援の必要性などの要素を踏まえ、複数配置している。

○　養護教諭の労働状況については、ヒアリングや学校訪問等を通じて、実態を把握するとともに、保健教育、健康管理等を養護教諭１人に任せるのではなく、学校全体の組織として対応するよう、校長にお願いしているところ。

○　引き続き、養護教諭の労働状況の実態把握に努めつつ、機会を捉えて校長等に対し、組織的な対応をするよう指導・助言してまいる。
項目Ⅰ―１，２，３
○　養護教諭については、教育振興室とともに各学校の実情や取組状況などのヒアリングを行い、いじめや不登校、暴力行為など「心身の健康問題」を抱える生徒が多い学校などに複数配置を行っている。定数事情は依然として厳しい状況にあり、今年度の複数配置校数は５３校となっている。

○　また、将来の生徒数や退職者数の動向等を踏まえつつ、可能な限り養護教諭の確保に努めてまいる。
項目Ⅰ―４
○　再任用制度の運用については、再任用教職員は定数内として取り扱っており、制度の趣旨に沿って適切に対応している。

○　再任用短時間勤務者の配置など、各校への具体的な配置については、各学校の状況を踏まえて適切に行ってまいる。
項目Ⅱ―１
○　府立学校の健康診断応援医師報償費は、｢健康診断応援医師取扱要項｣に基づき、各学校からの｢健康診断予定計画書｣を基に医師一人当たり生徒２００名の検診を行うことを原則として配当している。

○　事情のある学校からの個別の相談には可能な限り対応するが、厳しい財政状況にあることから、すべての希望に対応できないことをご理解願いたい。
項目Ⅱ―２
○　健康診断の内容や方法については、必要に応じて検診機関への指導を行い、適切な実施に向けて努めてまいる。
項目Ⅱ―３
○　耳鼻咽喉科検診・眼科検診を昨年度、導入したことにより養護教諭には負担をかけていると認識している。

○　検診等に係わる新たな業務においては、特定の教員に業務が集中することのないように、引き続き、学校に対して組織的に対応するよう周知してまいる。

○　令和４年度、耳鼻咽喉科検診・眼科検診の実態を調査し、３月開催の健康診断説明会において、初年度の状況等についてご説明させていただいたところ。

○　引き続き、耳鼻咽喉科検診・眼科検診の状況については、実態把握に努めつつ、令和７年度からの旧市立高等学校における制度変更に向けて、周知等、努めてまいる。
項目Ⅱ―４
○　色覚に特性のある子どもについては、常にそのような子どもが存在することを念頭において学習等の指導にあたることが大切であり、平成15年に文部科学省からすべての教員に配布された「色覚に関する指導の資料」を保健体育課のホームページに掲載しているところ。

○　さらに、平成20年６月に日本学校保健会から、日本学校保健会作成、文部科学省監修の｢みんなが見やすい色環境｣リーフレットをすべての教員に配付している。同リーフレットは、日本学校保健会のホームページに現在も掲載されている。

○　教諭・養護教諭を含む初任者・新規採用者に対しては、「初任者（新規採用者）研修の手引き」の中で、「教職員は教育活動の全般にわたり、色の見分け方が困難な児童生徒が必ずいるという前提で色覚異常について正しい知識をもって児童生徒に接するとともに、必要な場合には個別相談に応じ、適切な対応を心がけること」「学習指導において、色の判別が必要な教材を用いる場合には、だれでも識別しやすい配色で、色以外の情報も加える工夫を行うこと」を示し、その指導について周知しているところ。

○　また、初任者・新規採用者に対しては、色覚について、研修の中で取り扱っている。

○　今後とも、前述の研修などの機会を通して周知を図ってまいる。
項目Ⅱ―５
○　心臓検診三次検査については、令和元年度までは所見のあった生徒に対し、心臓検診三次検査を検診機関に委託し、実施してまいったが、その後、受託いただける検診機関が見つからず、継続して実施することが不可能となり、令和元年度で終了することとした。

○　令和２年度以降は、大阪府立学校心臓検診連絡協議会を設置し、専門医一覧を作成したり、学校生活管理指導票を改良したりするなど、三次検査がなくなっても、必要な医療や検査等を受け、専門医療機関への受け入れがスムーズに行うとともに、少しでも養護教諭の負担が軽減されるよう引き続き、協議してまいる。
項目Ⅲ―１
○　府教育庁では、府立高校の教育相談体制の充実をめざし、「障がいのある生徒の高校生活支援事業」の中で、公認心理師又は臨床心理士の資格を有するスクールカウンセラーを全ての府立高校に配置している。また、平成21年度より、臨床心理学を専攻している大学院生の実習を府立高校で受け入れ、生徒の心のケアを支援しているところ。

○　また、今年度は不登校生徒の多い府立高校に対してスクールカウンセラーの配置回数を大幅に拡充したところ。

○　今後も引き続き、活動報告書、事業調査等を通じて、活用状況、課題等を整理し、事業の効率的な運用に努めてまいる。
項目Ⅲ―２
〇　生徒の困難な状況の背景には、心の問題とともに家庭等含む複雑化した状況もあることから、今年度は、職業学科を設置する高等支援学校５校と府立中学校２校を含む122校にスクールソーシャルワーカーを配置している。

○　また、府立学校向けＳＳＷ定期相談会の開催や、ＳＳＷ未配置校へのＳＳＷＳＶの定期巡回などを実施することにより、すべての府立学校が専門家に相談できる体制を構築している。

〇　今後も引き続き、活動報告書、事業調査等を通じて、活用状況、課題等を整理し、事業の効率的な運用に努めてまいる。
項目Ⅳ―１．２
○　学校の施設整備については、従前より、ヒアリング等を通じて学校からの要望を十分にお聞きし、感染症予防の措置に関してもその意向を踏まえ、予算の範囲内で整備に努めてきているところ。今後とも、施設整備については、改善に努めてまいりたい。
項目Ⅳ―３
○　今回の災害用備蓄物資を活用した生理用品の送付については、危機管理室からの好意で送付いただいているもので、計画的に送付するようなものではない。
項目Ⅴ―１
○　妊娠中の養護教諭に対する職務軽減については、平成20年度から軽減措置を行う期間を妊娠判明時からと改善したところであり、引き続き、周知を図ってまいる。

○　また、育児短時間勤務等にかかる代替者についても、措置することとしている。

○　今後とも適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
項目Ⅴ―２
○　学校における休憩時間については、条例等に基づき付与しているところであり、学校職場の実態も踏まえ、適切に運用されていると認識している。

○　休憩時間の適切な運用については、「校長は休憩時間を明示し当該時間に取得できない場合には、他の時間帯に与えるなど、適切な対応を取ること。また、取得しやすい環境づくりに努めること」として各学校に指示しているところ。
項目Ⅴ―３
○　学校における働き方改革を進める観点から、長期休業期間中における代替教員等の措置についても、適切に対処しているところ。
項目Ⅴ―４
○　養護教諭が兼職発令を受け保健の授業を行うことについては、養護教諭の負担にならないよう校内協力体制に留意しつつ、養護教諭の専門性が活かされ、児童生徒にとってよりよい健康教育の充実が図られるよう指導してまいりたい。

○　複数配置については、様々な観点から各学校の生徒等の実態を踏まえ、総合的に判断している。
項目Ⅴ―５
○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施しているところ。

〇　今後も適正に運用し、よりよい制度とするため、今年度８月に評価・育成システムに関する教職員のアンケートを実施した。アンケートで回答された意見も参考に「教職員の評価・育成システム」の充実・改善を図ってまいりたい。
項目Ⅴ―６
○　ご要望の趣旨については、校長等に対し、安全衛生管理者研修会及び健康診断説明会において、引き続き指導を徹底してまいる。
項目Ⅴ―７
○　予防接種については、法に基づき各市町村の担当部局が実施していることをご理解願いたい。

○　なお、教職員の健康診断では、学校保健安全法及び労働安全衛生法に基づく法定項目以外に、乳がん・子宮がん検診等を実施するなど、受診項目を充実してまいった。今後とも、教職員の健康管理に適切に取り組んでまいる。
項目Ⅴ―１０
○　養護教諭の再任用制度については、皆様と協議を行い、フルタイム勤務又は短時間勤務を選択することができることとしている。また、任期更新時に、再任用運用期間中、原則１回に限り、学校運営上支障のない範囲で勤務形態の変更を認めることとしている。

○　短時間勤務については、週３日・４日・５日勤務の割振りを可能としているところ。

○　社会保険制度については、国の動向を注視してまいる。
項目Ⅴ―１１
○　65歳への段階的な定年年齢の引上げについては、令和５年９月に年度末年齢59歳の教職員に対し、情報提供・意思確認を行ったところ。

○　また、大阪府教職員互助組合が主催する定年延長に伴う退職制度の説明会において、説明資料の作成に協力するなど、様々な機会をとらえて情報提供・周知を図っているところ。

○　今後とも、情報提供・周知を図ってまいる。
項目Ⅴ―１２
○　新しい校務支援システムの導入にあたっては、養護教諭対象の説明会を１月に動画配信で実施する予定なので、そこで丁寧な説明をさせていただく。
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